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平成 29年 12 月 26 日 

日本原子力発電（株） 

 

休止状態設備の撤去による廃棄物処理及び貯蔵への影響について 

 

 

１．概 要 

廃棄物処理棟内に新規 SA 設備（格納容器圧力逃がし装置及び電気盤等）を設置するスペ

ースを確保するため，現在休止状態となっている設備（固化装置（セメント固化式）及び助

材型ろ過装置。以下「休止設備」という。）を撤去することから，休止設備の撤去により，

廃棄物処理及び貯蔵への影響がないことを確認した。 

 

２．固体廃棄物処理系における処理の変更 

  液体廃棄物処理系濃縮装置から発生する濃縮廃液，原子炉冷却材浄化系及び燃料プール

冷却浄化系フィルタ脱塩装置から発生する使用済樹脂，液体廃棄物処理系助材型ろ過装置

※及び非助材型ろ過装置から発生する廃スラッジは，図 1に示すように処理する。 

以下に，廃棄物種類毎の処理の変更について示す。 

  ※：プリコート型のフィルタを用いてろ過する装置を助材型ろ過装置という。（フィルタ

のプリコート材を助材という。）反対に，プリコート型のフィルタ以外を用いてろ過

する装置を非助材型ろ過装置という。 

 

（１）液体廃棄物処理系から発生する濃縮廃液 

  濃縮廃液に関しては，次の２種類の取り扱い(a)及び(b)について許可されている。今

回，固化装置（セメント固化式）（図 2，6-1，6-2 及び 6-3 参照）を撤去するため，(b)に

示す処理・貯蔵保管を削除するが，(a)に示す処理・貯蔵保管が可能である。 

(a) 濃縮廃液貯蔵タンク（二十七条設備）で放射能を減衰させた後，減容固化設備

（二十七条設備）で，乾燥・造粒後，容器に詰めて減容固化体貯蔵室（二十七条設

備）に貯蔵するか，貯蔵した後，セメント混練固化装置（二十七条設備）でドラム

缶内に固化材（セメント）と混練して固化し保管廃棄施設（以下「固体廃棄物貯蔵

庫」という。）（二十八条設備）に貯蔵保管する。…【変更なし】 

(b) 濃縮廃液貯蔵タンク（二十七条設備）で放射能を減衰させた後，固化装置（セメ

ント固化式）（二十七条設備）で固化材（セメント）と混合してドラム缶内に固化

し固体廃棄物貯蔵庫（二十八条設備）に貯蔵保管する。…【削除】 

 

（２）使用済樹脂（粉末，粒状） 

   ① 原子炉冷却材浄化系及び燃料プール冷却浄化系フィルタ脱塩装置から発生する使用

済粉末樹脂に関しては，次の２種類の取扱い(a)及び(b)について許可されている。今

回，固化装置（セメント固化式）を撤去するため，(b)に示す処理・貯蔵保管を削除す
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るが，(a)に示す貯蔵が可能である。 

(a) 使用済粉末樹脂貯蔵タンク（二十八条設備※）に貯蔵する。…【変更なし】 

(b) 使用済粉末樹脂貯蔵タンク（二十七条設備※）に貯蔵し放射能を減衰させた後，

固化装置（セメント固化式）（二十七条設備）で固化材（セメント）と混合してド

ラム缶内に固化し固体廃棄物貯蔵庫（二十八条設備）に貯蔵保管する。…【削除】 

※：処理過程の途中で貯蔵する場合は二十七条設備，最終段階で貯蔵する場合は二十

八条設備。 

※：使用済粉末樹脂は(a)に示す貯蔵をするが，処分先（埋設施設）の設計に応じて，

処分方法を確立し，処理設備を設置する。 
 

   ② 復水脱塩装置及び液体廃棄物処理系脱塩装置から発生する使用済粒状樹脂に関して

は，次の３種類の取扱い(a)，(b)及び(c)について許可されている。今回，固化装置（セ

メント固化式）を撤去するため，(c)に示す処理・貯蔵保管を削除するが，(a)に示す貯

蔵及び(b)に示す処理が可能である。 

(a) 使用済樹脂貯蔵タンク（二十八条設備）に貯蔵する。…【変更なし】 

(b) 使用済樹脂貯蔵タンク（二十七条設備）に貯蔵し放射能を減衰させた後，雑固体

廃棄物焼却設備（二十七条設備）で焼却する。…【変更なし】 

(c) 固化装置（セメント固化式）で固化材（セメント）と混合してドラム缶内に固化

し固体廃棄物貯蔵庫（二十八条設備）に貯蔵保管する。…【削除】 

 

（３）廃スラッジ 

① 非助材型ろ過装置から発生する廃スラッジに関しては，次の２種類の取扱い(a)及び

(b)について許可されている。今回，固化装置（セメント固化式）を撤去するため，(b)

に示す処理・貯蔵保管を削除するが，(a)に示す貯蔵が可能である。 

(a) クラッドスラリタンク（二十八条設備※）に貯蔵する。…【変更なし】 

(b) クラッドスラリタンク（二十七条設備※）に貯蔵し放射能を減衰させた後，固化

装置（セメント固 化式）（二十七条設備）で固化材（セメント）と混合してド

ラム缶内に固化し固体廃棄物貯蔵庫（二十八条設備）に貯蔵保管する。…【削除】 

※：処理過程の途中で貯蔵する場合は二十七条設備，最終段階で貯蔵する場合は二十

八条設備。 

※：非助材型ろ過装置から発生する廃スラッジは(a)に示す貯蔵をするが，処分先（埋

設施設）の設計に応じて，処分方法を確立し，処理設備を設置する。 

 

② 助材型ろ過装置（機器ドレン処理系）（図 3， 5 及び 6-3 参照）から発生する廃スラ

ッジに関しては，次の３種類の取扱い(a)，(b)及び(c)について許可されている。今回，

固化装置（セメント固化式）を撤去するため，(c)に示す処理・貯蔵保管を削除するが，

(a)に示す貯蔵及び(b)に示す処理が可能である。 

(a) 廃液スラッジ貯蔵タンク（二十八条設備※）に貯蔵する。…【変更なし】 
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(b) 廃液スラッジ貯蔵タンク（二十七条設備※）に貯蔵し放射能を減衰させた後，雑

固体廃棄物焼却設備（二十七条設備）で焼却する。…【変更なし】 

(c) 固化装置（セメント固化式）（二十七条設備）で固化材（セメント）と混合して

ドラム缶内に固化し，固体廃棄物貯蔵庫（二十八条設備）に貯蔵保管する。 

…【削除】 

※：処理過程の途中で貯蔵する場合は二十七条設備、最終段階で貯蔵する場合は二十

八条設備。 

 

③ 助材型ろ過装置（床ドレン処理系）（図 4，5 及び 6-3 参照）から発生する廃スラッ

ジに関しては，次の３種類の取扱い(a)，(b)及び(c)について許可されている。今回，

固化装置（セメント固化式）を撤去するため，(c)に示す処理・貯蔵保管を削除するが，

(a)に示す貯蔵及び(b)に示す処理が可能である。 

(a) 床ドレンスラッジ貯蔵タンク（二十八条設備※）に貯蔵する。…【変更なし】 

(b) 床ドレンスラッジ貯蔵タンク（二十七条設備※）に貯蔵し放射能を減衰させた

後，雑固体廃棄物焼却設備（二十七条設備）で焼却する。…【変更なし】 

(c) 固化装置（セメント固化式）（二十七条設備）で固化材（セメント）と混合して

ドラム缶内に固化し，固体廃棄物貯蔵庫（二十八条設備）に貯蔵保管する。 

…【削除】 

※：処理過程の途中で貯蔵する場合は二十七条設備、最終段階で貯蔵する場合は二十

八条設備。 

 

３．液体廃棄物処理系における処理の変更 

液体廃棄物のうち，機器ドレン廃液の処理を図 3に，床ドレン廃液の処理を図 4 に示す。

以下に，それぞれの処理の変更について示す。 

 

（１）機器ドレン廃液の処理 

  機器ドレン廃液に関しては，次の 2 種類の処理(a)及び(b)について許可されている。

今回，助材型ろ過装置（図 3 参照）を撤去するため，(b)に示す処理を削除するが，(a)

に示す処理が可能である。 

(a) 電磁ろ過機及び超ろ過機（透過膜式）からなる非助剤型ろ過装置（二十七条設

備）で処理する。…【変更なし】 

(b) 助材型ろ過装置（二十七条設備）で処理する。…【削除】 

 

（２）床ドレン廃液の処理 

  床ドレン廃液に関しては，次の 2 種類の処理(a)及び(b)について許可されている。今

回，助材型ろ過装置（図 4 参照）を撤去するため，(b)に示す処理を削除するが，(a)に

示す処理が可能である。 

(a) 再生廃液処理系（二十七条設備）に移送して，濃縮処理する（図 4，9及び 10 参
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照）。…【変更なし】 

(b) 助材型ろ過装置（二十七条設備）で処理する。…【削除】 

 

４．休止設備の撤去による安全性への影響について 

（１）固化装置（セメント固化式） 

 固化装置（セメント固化式）の撤去による廃棄物の貯蔵に関して，安全性に支障が無い

ことを以下のとおり確認した。 

 

①濃縮廃液 

濃縮廃液を減容固化設備及びセメント混練固化装置により処理し，製作したセメン

ト固化体を埋設処分していること，並びに減容固化体貯蔵室（貯蔵容量 1,400 m3に対

し，平成 28 年度末時点で 283 m3貯蔵）及び固体廃棄物貯蔵庫（貯蔵保管容量 73,000

本に対し，平成 28 年度末時点で 62,579 本貯蔵）の空き容量は十分なことから，固化

装置（セメント固化式））の撤去による廃棄物の貯蔵に関して安全性に支障がない。 

   

②使用済粉末樹脂 

使用済粉末樹脂は，性能劣化に応じて交換する際に発生し，使用済粉末樹脂貯蔵タン

クに貯蔵保管する。プラント起動後は震災までの実績から 3.6 m3/年で発生，現状は至

近 5 年の平均発生量より 0.63 m3/年で発生するものとした場合，このタンクへの長期

貯蔵が可能（図 11及び 12 参照）であり，固化装置（セメント固化式）の撤去による廃

棄物の貯蔵に関して安全性に支障がない。 

また，使用済粉末樹脂の処分先（埋設施設）の設計に応じて，処分方法を確立し，処理

設備を設置する。 
なお，タンクが満杯であっても，タンク周辺通路での線量率は遮蔽設計区分における

線量率よりも十分低くなるように設計されているため，従事者の被ばくへの影響はな

い。 

 

③使用済粒状樹脂 

使用済粒状樹脂には，復水脱塩器樹脂，機器ドレン処理系脱塩器樹脂，凝縮水脱塩器

樹脂があり，樹脂の劣化を考慮し，それぞれ，69.3 m3/5 年，7 m3/5 年，0.5 m3/年程度

の量が発生し，使用済樹脂貯蔵タンクに貯蔵中の樹脂は満杯になる前に，24 m3/年の処

理能力を有する雑固体焼却設備で焼却することから，このタンクへの長期貯蔵が可能

であり（図 13及び 14参照），固化設備（セメント固化式）の撤去による廃棄物の貯蔵

に関して安全性に支障がない。 

なお，タンクが満杯であっても，タンク周辺通路での線量率は遮蔽設計区分における

線量率よりも十分低くなるように設計されているため，従事者の被ばくへの影響はな

い。 
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④廃スラッジ 

・助材型ろ過装置（機器ドレン処理系及び床ドレン処理系）から発生する廃スラッジ 

助材型ろ過装置（機器ドレン処理系及び床ドレン処理系）から発生する廃スラッジ

は，廃液スラッジ貯蔵タンク及び床ドレンスラッジ貯蔵タンクに貯蔵しているが，各

貯蔵タンクは十分な空き容量があるため（図 15，16，17 及び 18参照），固化装置（セ

メント固化式））の撤去による廃棄物の貯蔵に関して安全性に支障がない。 

また，今回，助材型ろ過装置（機器ドレン処理系及び床ドレン処理系）を撤去する

計画であり，撤去後，廃スラッジは発生しない。 

なお，タンクが満杯であっても，タンク周辺通路での線量率は遮蔽設計区分におけ

る線量率よりも十分低くなるように設計されているため，従事者の被ばくへの影響

はない。 

 

・非助材型ろ過装置から発生する廃スラッジ 

非助材型ろ過装置から発生する廃スラッジについては，プラント起動後は震災ま

での実績から 0.1 m3/年で発生，起動までは至近 5 年の平均発生量より 0.63 m3/年で

発生するものとした場合，このタンクへの長期貯蔵は十分可能であり（図 19 及び 20

参照），固化装置（セメント固化式）の撤去による廃棄物の貯蔵に関して安全性に支

障がない。 

また，非助材型ろ過装置から発生する廃スラッジの処分先（埋設施設）の設計に応じ

て，処分方法を確立し，処理設備を設置する。 
なお，タンクが満杯であっても，タンク周辺通路での線量率は遮蔽設計区分におけ

る線量率よりも十分低くなるように設計されているため，従事者の被ばくへの影響

はない。 

 

（２）機器ドレン廃液 

   機器ドレン廃液を助材型ろ過装置の代替となる非助材型ろ過装置により処理するため，

助材型ろ過装置（機器ドレン処理系）を撤去しても廃棄物処理に支障はなく，安全性に

影響はない。 

 

（３）床ドレン廃液 

   床ドレン廃液を助材型ろ過装置の代替となる再生廃液処理系により処理するため，助

材型ろ過装置（床ドレン処理系）の撤去可能による撤去しても廃棄物処理に支障はなく，

安全性に影響はない。 

 
５．休止設備の撤去による固体廃棄物の発生量について 

休止設備の撤去により発生する廃棄物については，容器（ドラム缶等）に収納し，固体廃

棄物貯蔵庫（貯蔵容量 73,000 本(200 ドラム缶相当)）に貯蔵保管する。発生する廃棄物量

は，ドラム缶 100 本程度である。また，震災前 5 年間の固体廃棄物貯蔵庫の貯蔵保管量の
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増加は年間 2,042 本（平成 18 年度から 1,333 本，957 本，2,263 本，3,361 本，2,299 本発

生）となっており，休止設備の撤去により発生する廃棄物量は年間発生量の 5 %程度とな

る。休止設備の撤去により発生する廃棄物量を今後の固体廃棄物貯蔵庫の貯蔵保管量の推

定（図 21）に加えても固体廃棄物貯蔵庫における貯蔵保管への影響及び，休止設備の撤去

による廃棄物処理の安全性への影響はない。 

 

以 上 
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処
理

方
法
：

減
容
固

化
設
備
に

て
処

理
 

セ
メ

ン
ト
混

練
固
化

設
備
に
て

処
理

 
処

理
状

況
：

処
理
中

 
フ

ィ
ル

タ
脱

塩
装
置

か
ら
発
生

す
る

使

用
済

粉
末
樹

脂
 

処
理

実
績
な

し
 

 
処

理
方

法
：

使
用
済

粉
末
樹
脂

貯
蔵

タ
ン

ク
に
移

送
し
貯
蔵

 
貯

蔵
状

況
：

貯
蔵
中

 
非

助
材

型
ろ

過
装
置

か
ら
発
生

す
る

廃

ス
ラ

ッ
ジ
（

ク
ラ
ッ

ド
ス
ラ
リ

）
 

処
理

実
績
な

し
 

 
処

理
方

法
：

ク
ラ
ッ

ド
ス
ラ
リ

タ
ン

ク
に

移
送
し

貯
蔵

 
貯

蔵
状

況
：

貯
蔵
中

 
脱

塩
装

置
か

ら
発
生

す
る
使
用

済
粒

状

樹
脂

 
処
理

実
績
な

し
 

処
理

方
法
：

使
用
済

樹
脂
貯
蔵

タ
ン

ク
に

移
送
し

貯
蔵

 
満

杯
に

な
る

前
に
雑

固
体
廃
棄

物
焼

却
設

備
に

て
焼

却
 

貯
蔵

状
況
：

貯
蔵
中

 
助

材
型

ろ
過

装
置
か

ら
発
生
す

る
廃

ス

ラ
ッ

ジ
 

処
理

実
績
な

し
 

処
理

方
法
：

廃
液
・

床
ド
レ
ン

ス
ラ

ッ
ジ

貯
蔵
タ

ン
ク
に
移

送
し

貯
蔵

 
満

杯
に

な
る

前
に
雑

固
体
廃
棄

物
焼

却
設

備
に
 

て
焼

却
 

貯
蔵

状
況
：

貯
蔵
中
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休

止
設

備
 

処
理

対
象
廃

棄
物
 

処
理

実
績

 
現

在
の

状
況

 
助
材

型
ろ
過

装
置

 
（
機

器
ド
レ

ン
処
理

系
）

 
機

器
ド

レ
ン

 
処
理

実
績
あ

り
 

（
廃

ス
ラ
ッ

ジ
を
廃

液
ス

ラ
ッ
ジ

貯
蔵

タ
ン

ク
に
貯

蔵
）

 

処
理

方
法
：

非
助
材

型
ろ
過
装

置
に

て
処

理
 

処
理

状
況
：

処
理
中

 

助
材

型
ろ
過

装
置

 
（
床

ド
レ
ン

処
理
系

）
 

床
ド

レ
ン

 
処
理

実
績
あ

り
 

（
廃

ス
ラ
ッ

ジ
を
床

ド
レ

ン
ス
ラ

ッ
ジ

貯
蔵

タ
ン
ク

に
貯

蔵
）

 

処
理

方
法
：

再
生
廃

液
処
理
系

に
て

処
理

 
処

理
状

況
：

処
理
中
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休
止

設
備
を

撤
去
す

る
こ
と
に

関
す

る
規

制
要
求

事
項
へ
の

適
合

性
に

関
す
る

説
明
 

 

休
止

設
備
撤

去
後
の

状
態
に
お

い
て

，
次

の
各
号

に
掲
げ
る

規
則

に
定
め

ら
れ

た
要
求
事

項
を

満
足

す
る
こ

と
を
表

2
～

4
に
よ

り
確
認

し
た
。

 

 
 

・
実
用

発
電
用

原
子
炉
の

設
置

、
運

転
等
に

関
す
る
規

則
（

表
2
）
 

 
 

・
実
用

発
電
用

原
子
炉
及

び
そ

の
附

属
施
設

の
位
置
、

構
造

及
び

設
備
の

基
準
に
関

す
る

規
則

（
表

3
）
 

・
実

用
発
電

用
原
子

炉
及
び
そ

の
附

属
施

設
の
技

術
基
準
に

関
す

る
規
則

（
表

4
）
 

 表
2
 
「

実
用

発
電
用

原
子
炉

の
設

置
、

運
転
等

に
関
す
る

規
則

」
に

お
け
る

休
止
設
備

に
関

す
る

確
認
結

果
 

実
用

発
電
用

原
子
炉

の
設
置
、

運
転

等
に

関
す
る

規
則
 

休
止

設
備
の

撤
去
に

関
す
る
適

合
性

確
認

結
果
 

（
工
場
又
は
事
業
所
に
お
い
て
行
わ
れ
る
廃
棄
）

 

第
九
十
条
 
法
第

四
十
三
条
の

三
の
二

十
二
第
一
項

の
規
定
に
よ

り
、
発

電
用
原
子
炉

設
置
者

は
、
発
電
用
原
子

炉
施
設
を
設

置
し
た

工
場
又
は
事

業
所
に
お
い

て
行
わ

れ
る
放
射
性

廃
棄

物
の
廃
棄
に
関
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

[第
一

号
～

第
五

号
 

省
略

] 

六
 
液
体
状
の
放
射
性
廃
棄
物
は
、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
り
廃
棄
す
る
こ
と
。

 

 イ
 
排
水
施
設
に
よ
っ
て
排
出
す
る
こ
と
。

 

ロ
 
障
害
防
止
の
効
果
を
持
っ
た
廃
液
槽
に
保
管
廃
棄
す
る
こ
と
。

 

       

     ・
第
六
号
は
い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
る
廃
棄
を
要
求
し
て
い
る
が

，「
休
止
設
備
」
を
撤
去
し
て

も
，
代
替
の
処
理
が
な
さ
れ
る
た
め
，
要
求
を
満
足
し
て
い
る
。

 

 ・
休

止
設
備
の
撤

去
に
伴
い
東

海
第
二

設
置
許
可
申

請
書
の
次
の

記
載
に

お
け
る
下
線

部
を
削

除
す
る
変
更
を
し
て
も
，
第
六
号
ロ
の
要
求
を
満
足
し
て
い
る
。

 

「
濃

縮
廃
液
は
，

濃
縮
廃
液
貯

蔵
タ
ン

ク
に
貯
蔵
し

た
後
，
固
化

装
置
（

セ
メ
ン
ト
固

化
式
）

で
固

化
材
（
セ
メ

ン
ト
）
と

混
合
し
て

ド
ラ
ム
缶
内

に
固
化
し

固
体
廃
棄

物
貯
蔵
庫
に

貯
蔵

保
管

す
る
。
あ
る

い
は
，
減

容
固
化
設

備
で
乾
燥
・

造
粒
し
て

容
器
に
詰

め
減
容
固
化

体
貯

蔵
室

に
貯
蔵
す
る

か
，
貯
蔵

し
た
後
，

セ
メ
ン
ト
混

練
固
化
装

置
で
ド
ラ

ム
缶
内
に
固

化
材

（
セ
メ
ン
ト
）
と
混
練
し
て
固
化
し
固
体
廃
棄
物
貯
蔵
庫
に
貯
蔵
保
管
す
る

。」
 

「
フ

ィ
ル
タ
脱
塩

装
置
か
ら
発

生
す
る

使
用
済
樹
脂

は
使
用
済
粉

末
樹
脂

貯
蔵
タ
ン
ク

に
，
ま

参考２
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実
用

発
電
用

原
子
炉

の
設
置
、

運
転

等
に

関
す
る

規
則
 

休
止

設
備
の

撤
去
に

関
す
る
適

合
性

確
認

結
果
 

        ハ
 
容
器
に
封
入

し
、
又
は
容

器
と
一

体
的
に
固
型

化
し
て
障
害

防
止
の

効
果
を
持
っ

た
保
管

廃
棄
施
設
に
保
管
廃
棄
す
る
こ
と
。

 

        ニ
 
障
害
防
止
の
効
果
を
持
っ
た
焼
却
設
備
に
お
い
て
焼
却
す
る
こ
と
。

 

 ホ
 
障
害
防
止
の
効
果
を
持
っ
た
固
型
化
設
備
で
固
型
化
す
る
こ
と
。

 

   

た
，

非
助
材
型
ろ

過
装
置
か

ら
発
生
す

る
廃
ス
ラ
ッ

ジ
は
ク
ラ

ッ
ド
ス
ラ

リ
タ
ン
ク
に

貯
蔵

す
る

か
，
又
は
貯

蔵
し
放
射

能
を
減
衰

さ
せ
た
後
，

固
化
装
置

（
セ
メ
ン

ト
固
化
式
）

で
固

化
材

（
セ
メ
ン
ト

）
と
混
合

し
て
ド
ラ

ム
缶
内
に
固

化
し
固
体

廃
棄
物
貯

蔵
庫
に
貯
蔵

保
管

す
る

。
フ
ィ
ル
タ

脱
塩
装
置

か
ら
発
生

す
る
使
用
済

樹
脂
並
び

に
助
剤
型

ろ
過
装
置
か

ら
発

生
す

る
廃
ス
ラ
ッ

ジ
は
，
使

用
済
樹
脂

貯
蔵
タ
ン
ク

，
廃
ス
ラ

ッ
ジ
貯
蔵

タ
ン
ク
若
し

く
は

床
ド
レ
ン
ス
ラ
ッ
ジ
貯
蔵
タ
ン
ク
に
貯
蔵
す
る
か
，
又
は
貯
蔵
し
放
射
能
を
減
衰
さ
せ
た
後

，

雑
固
体
廃
棄
物
焼
却
設
備
で
焼
却
す
る
か
，
固
化
装
置
（
セ
メ
ン
ト
固
化
式
）
で
固
化
材
（
セ

メ
ン
ト
）
と
混
合
し
て
ド
ラ
ム
缶
内
に
固
化
し
固
体
廃
棄
物
貯
蔵
庫
に
貯
蔵
保
管
す
る

。」
 

・
休
止
設
備
「
固
化
装
置
（
セ
メ
ン
ト
固
化
式

）」
の
撤
去
に
伴
い
，
固
体
廃
棄
物
貯
蔵
庫
に
貯

蔵
保

管
せ
ず
，
第

六
号
ロ
の

要
求
を
満

足
す
る
各
タ

ン
ク
に
貯

蔵
す
る
。

こ
の
た
め
，

第
六

号
の

要
求
「
液
体

状
の
放
射

性
廃
棄
物

は
、
次
に
掲

げ
る
い
ず

れ
か
の
方

法
に
よ
り
廃

棄
す

る
こ

と
。
」
を
満
足
し

て
い
る
。
な
お
，

濃
縮
廃
液
に

つ
い
て
は
，
「
濃
縮
廃

液
貯
蔵
タ
ン
ク

に
貯

蔵
し
た
後
，

固
化
装
置

（
セ
メ
ン

ト
固
化
式
）

で
固
化
材

（
セ
メ
ン

ト
）
と
混
合

し
て

ド
ラ

ム
缶
内
に
固

化
し
固
体

廃
棄
物
貯

蔵
庫
に
貯
蔵

保
管
す
る

。
あ
る
い

は
，
減
容
固

化
設

備
で

乾
燥
・
造
粒

し
て
容
器

に
詰
め
減

容
固
化
体
貯

蔵
室
に
貯

蔵
す
る
か

，
貯
蔵
し
た

後
，

セ
メ

ン
ト
混
練
固

化
装
置
で

ド
ラ
ム
缶

内
に
固
化
材

（
セ
メ
ン

ト
）
と
混

錬
し
て
固
化

し
固

体
廃
棄
物
貯
蔵
庫
に
貯
蔵
保
管
す
る

。」
こ
と
か
ら
，
下
線
部
の
休
止
設
備
「
固
化
装
置
（
セ

メ
ン
ト
固
化
式

）」
を
撤
去
し
て
も
代
替
設
備
が
あ
り
，
第
六
号
ハ
の
要
求
を
満
足
し
て
い
る
。  

  ・
休
止
設
備
「
固
化
装
置
（
セ
メ
ン
ト
固
化
式

）」
の
撤
去
に
伴
い
，
第
六
号
ロ
の
要
求
を
満
足

す
る
各
タ
ン
ク
に
貯
蔵
す
る
。

 

・
な
お
，
濃
縮
廃
液
に
つ
い
て
は
，「

濃
縮
廃
液
貯
蔵
タ
ン
ク
に
貯
蔵
し
た
後
，
固
化
装
置
（
セ

メ
ン

ト
固
化
式
）

で
固
化
材

（
セ
メ
ン

ト
）
と
混
合

し
て
ド
ラ

ム
缶
内
に

固
化
し
固
体

廃
棄

16
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実
用

発
電
用

原
子
炉

の
設
置
、

運
転

等
に

関
す
る

規
則
 

休
止

設
備
の

撤
去
に

関
す
る
適

合
性

確
認

結
果
 

      七
 
前
号
イ
の
方

法
に
よ
り
廃

棄
す
る

場
合
は
、
排

水
施
設
に
お

い
て
、

ろ
過
、
蒸
発

、
イ
オ

ン
交
換
樹
脂
法
等

に
よ
る
吸
着

、
放
射

能
の
時
間
に

よ
る
減
衰
、

多
量
の

水
に
よ
る
希

釈
等

の
方
法
に
よ
っ
て

排
水
中
の
放

射
性
物

質
の
濃
度
を

で
き
る
だ
け

低
下
さ

せ
る
こ
と
。

こ
の

場
合
、
排
水
口
又

は
排
水
監
視

設
備
に

お
い
て
排
水

中
の
放
射
性

物
質
の

濃
度
を
監
視

す
る

こ
と
に
よ
り
、
周

辺
監
視
区
域

の
外
側

の
境
界
に
お

け
る
水
中
の

放
射
性

物
質
の
濃
度

が
原

子
力
規
制
委
員
会
の
定
め
る
濃
度
限
度
を
超
え
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

 

八
 
第
六
号
ロ
の

方
法
に
よ
り

廃
棄
す

る
場
合
に
お

い
て
、
当
該

保
管
廃

棄
さ
れ
た
放

射
性
廃

棄
物
の
崩
壊
熱
等

に
よ
り
著
し

い
過
熱

が
生
じ
る
お

そ
れ
が
あ
る

と
き
は

、
冷
却
に
つ

い
て

必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。
 

九
 
第
六
号
ハ
の

方
法
に
よ
り

廃
棄
す

る
場
合
に
お

い
て
、
放
射

性
廃
棄

物
を
容
器
に

封
入
し

て
行
う
と
き
は
、
当
該
容
器
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

イ
 
水
が
浸
透
し

に
く
く
、
腐

食
に
耐

え
、
か
つ
、

放
射
性
廃
棄

物
が
漏

れ
に
く
い
構

造
で
あ

る
こ
と
。
 

ロ
 
き
裂
又
は
破
損
が
生
じ
る
お
そ
れ
が
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

ハ
 
容
器
の
ふ
た
が
容
易
に
外
れ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

十
 
第
六
号
ハ
の

方
法
に
よ
り

廃
棄
す

る
場
合
に
お

い
て
、
放
射

性
廃
棄

物
を
容
器
と

一
体
的

に
固
型
化
し
て
行

う
と
き
は
、

固
型
化

し
た
放
射
性

廃
棄
物
と
一

体
化
し

た
容
器
が
放

射
性

廃
棄
物
の
飛
散
又
は
漏
れ
を
防
止
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

物
貯

蔵
庫
に
貯
蔵

保
管
す
る

。
あ
る
い

は
，
減
容
固

化
設
備
で

乾
燥
・
造

粒
し
て
容
器

に
詰

め
減

容
固
化
体
貯

蔵
室
に
貯

蔵
す
る
か

，
貯
蔵
し
た

後
，
セ
メ

ン
ト
混
練

固
化
装
置
で

ド
ラ

ム
缶

内
に
固
化
材

（
セ
メ
ン

ト
）
と
混

練
し
て
固
化

し
固
体
廃

棄
物
貯
蔵

庫
に
貯
蔵
保

管
す

る
。」

た
め
，
代
替
設
備
が
あ
る
こ
と
か
ら
，
第
六
号
ホ
の
要
求
を
満
足
し
て
い
る
。

 

・
第

六
号
の
要
求

「
液
体
状
の

放
射
性

廃
棄
物
は
、

次
に
掲
げ
る

い
ず
れ

か
の
方
法
に

よ
り
廃

棄
す
る
こ
と

。」
を
満
足
し
て
い
る
。

 

・
第
七
号
は
，
排
水
中
の
放
射
性
物
質
の
濃
度
を
低
下
さ
せ
る
た
め
の
処
理
を
要
求
し
て
い
る

。

休
止
設
備
の
「
助
剤
型
ろ
過
装
置
」（

機
器
ド
レ
ン
処
理
系
及
び
床
ド
レ
ン
処
理
系
）
の
撤
去

に
伴

い
，
こ
の
設

備
に
係
る
記

載
を
削

除
す
る
変
更

に
伴
い
，
「
非
助
材
型

ろ
過
装
置
」
（
機

器
ド
レ
ン
処
理
系
）
及
び
「
再
生
廃
液
処
理
系

」（
床
ド
レ
ン
処
理
系
）
の
設
計
を
変
更
せ
ず

，

代
替
す
る
こ
と
か
ら
，
要
求
を
満
足
し
て
い
る
。

 

 ・
液

体
状
の
放
射

性
廃
棄
物
及

び
固
体

状
の
放
射
性

廃
棄
物
に
お

い
て
，

著
し
い
過
熱

が
生
じ

る
お
そ
れ
が
な
い
こ
と
か
ら
，
第
八
号
の
要
求
は
該
当
し
な
い
。

 

 ・
第

九
号
は
濃
縮

廃
液
タ
ン
ク

に
貯
蔵

し
た
濃
縮
廃

液
の
処
理
（

セ
メ
ン

ト
混
錬
固
化

装
置
に

よ
る

固
化
）
時
の

容
器
に
対

す
る
要
求

と
な
っ
て
お

り
，
従
前

か
ら
の
ド

ラ
ム
缶
に
収

納
す

る
運
用
を
変
更
し
な
い
た
め
，
要
求
を
満
足
し
て
い
る
。

 

   ・
第
十
号
の
要
求
の
対
象
と
す
る
廃
棄
は
，
ド
ラ
ム
缶
内
に
固
型
化
処
理
す
る
こ
と
で
あ
り
お

，

従
前
か
ら
の
固
型
化
処
理
を
変
更
し
な
い
た
め
，
要
求
を
満
足
し
て
い
る
。
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18
 

実
用

発
電
用

原
子
炉

の
設
置
、

運
転

等
に

関
す
る

規
則
 

休
止

設
備
の

撤
去
に

関
す
る
適

合
性

確
認

結
果
 

十
一
 
第
六
号
ハ

の
方
法
に
よ

り
廃
棄

す
る
場
合
に

お
い
て
、
放

射
性
廃

棄
物
を
障
害

防
止
の

効
果
を
持
っ
た
保
管
廃
棄
施
設
に
保
管
廃
棄
す
る
と
き
は
、
次
に
よ
る
こ
と
。
 

イ
 
放
射
性
廃
棄

物
を
容
器
に

封
入
し

て
保
管
廃
棄

す
る
場
合
は

、
封
入

さ
れ
た
放
射

性
廃
棄

物
の
全
部
を
吸
収

で
き
る
材
料

で
当
該

容
器
を
包
む

こ
と
、
封
入

さ
れ
た

放
射
性
廃
棄

物
の

全
部
を
収
容
で
き

る
受
皿
を
設

け
る
こ

と
等
当
該
容

器
に
き
裂
又

は
破
損

が
生
じ
た
場

合
の

汚
染
の
広
が
り
の
防
止
に
つ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。
 

ロ
 
当
該
保
管
廃

棄
さ
れ
た
放

射
性
廃

棄
物
の
崩
壊

熱
等
に
よ
り

著
し
い

過
熱
が
生
じ

る
お
そ

れ
の
あ
る
場
合
は
、
冷
却
に
つ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。
 

ハ
 
放
射
性
廃
棄
物
を
封
入
し
、
又
は
固
型
化
し
た
放
射
性
廃
棄
物
と
一
体
化
し
た
容
器
に
は

、

放
射
性
廃
棄
物
を

示
す
標
識
を

付
け
、

か
つ
、
当
該

放
射
性
廃
棄

物
に
関

し
て
第
六
十

七
条

の
規
定
に
基
づ
き
記
録
さ
れ
た
内
容
と
照
合
で
き
る
よ
う
な
整
理
番
号
を
表
示
す
る
こ
と
。
 

ニ
 
当
該
保
管
廃

棄
施
設
に
は

、
そ
の

目
に
つ
き
や

す
い
場
所
に

管
理
上

の
注
意
事
項

を
掲
示

す
る
こ
と
。
 

十
二
 
固
体
状
の
放
射
性
廃
棄
物
は
、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
り
廃
棄
す
る
こ
と

。 

イ
 
障
害
防
止
の
効
果
を
持
っ
た
焼
却
設
備
に
お
い
て
焼
却
す
る
こ
と
。
 

ロ
 
容
器
に
封
入

し
、
又
は
容

器
と
一

体
的
に
固
型

化
し
て
障
害

防
止
の

効
果
を
持
っ

た
保
管

廃
棄
施
設
に
保
管
廃
棄
す
る
こ
と
。
 

ハ
 
ロ
の
方
法
に

よ
り
廃
棄
す

る
こ
と

が
著
し
く
困

難
な
大
型
機

械
等
の

放
射
性
廃
棄

物
又
は

放
射
能
の
時
間
に

よ
る
減
衰
を

必
要
と

す
る
放
射
性

廃
棄
物
に
つ

い
て
は

、
障
害
防
止

の
効

果
を
持
っ
た
保
管
廃
棄
施
設
に
保
管
廃
棄
す
る
こ
と
。
 

十
三
 
前
号
ロ
に

規
定
す
る
方

法
に
よ

り
廃
棄
す
る

場
合
に
お
い

て
、
放

射
性
廃
棄
物

を
容
器

に
封
入
し
て
行
う
と
き
は
、
第
九
号
及
び
第
十
一
号
（
イ
を
除
く
。）

に
規
定
す
る
例
に
よ
る

こ
と
。
 

十
四
 
第
十
二
号

ロ
に
規
定
す

る
方
法

に
よ
り
廃
棄

す
る
場
合
に

お
い
て

放
射
性
廃
棄

物
を
容

・
第

十
一
号
の
要

求
の
対
象
と

す
る
保

管
廃
棄
は
，

固
体
廃
棄
物

貯
蔵
庫

へ
の
貯
蔵
保

管
の
こ

と
で
あ
り
，
従
前
か
ら
の
貯
蔵
保
管
を
変
更
し
な
い
た
め
，
要
求
を
満
足
し
て
い
る
。

 

           ・
第

十
二
号
の
要

求
の
対
象
と

な
る
固

体
状
の
放
射

性
廃
棄
物
は

，
使
用

済
樹
脂
貯
蔵

タ
ン
ク

に
貯

蔵
し
た
使
用

済
粒
状
樹

脂
，
廃
液

ス
ラ
ッ
ジ
貯

蔵
タ
ン
ク

に
貯
蔵
し

た
廃
ス
ラ
ッ

ジ
及

び
床

ド
レ
ン
ス
ラ

ッ
ジ
貯
蔵

タ
ン
ク
に

貯
蔵
し
た
廃

ス
ラ
ッ
ジ

で
あ
り
，

従
前
か
ら
の

変
更

を
し
て
い
な
い
た
め
，
要
求
を
満
足
し
て
い
る
。

 

・
第

十
二
号
ハ
の

要
求
に
該
当

す
る
保

管
廃
棄
は
な

い
こ
と
か
ら

，
適
合

性
の
確
認
を

要
し
な

い
。

 

 ・
第

十
三
号
が
要

求
す
る
廃
棄

と
は
，

固
体
状
の
放

射
性
廃
棄
物

の
廃
棄

に
係
る
要
求

内
容
で

あ
り
，
第
九
号
及
び
第
十
一
号
（
イ
を
除
く

。）
の
要
求
に
対
応
す
る
運
用
と
同
じ
で
あ
る
た

め
，
要
求
を
満
足
し
て
い
る
。

 

・
第

十
四
号
が
要

求
す
る
廃
棄

と
は
，

固
体
状
の
放

射
性
廃
棄
物

の
固
型

化
に
係
る
要

求
内
容

18



 

19
 

実
用

発
電
用

原
子
炉

の
設
置
、

運
転

等
に

関
す
る

規
則
 

休
止

設
備
の

撤
去
に

関
す
る
適

合
性

確
認

結
果
 

器
と
一
体
的
に
固
型
化
し
て
行
う
と
き
は
、
第
十
号
及
び
第
十
一
号
（
イ
を
除
く
。）

に
規
定

す
る
例
に
よ
る
こ
と
。
 

十
五
 
第
十
二
号

ハ
に
規
定
す

る
方
法

に
よ
り
廃
棄

す
る
場
合
に

は
、
第

十
一
号
ロ
及

び
ニ
に

規
定
す
る
例
に
よ
る
こ
と
。

 

で
あ
り
，
第
九
号
及
び
第
十
一
号
（
イ
を
除
く
。）

の
要
求
に
対
応
す
る
運
用
と
同
じ
で
あ
る

た
め
，
要
求
を
満
足
し
て
い
る
。

 

・
休

止
設
備
撤
去

に
関
す
る
適

合
性
の

確
認
に
お
い

て
，
第
十
二

号
ハ
の

要
求
に
該
当

す
る
保

管
廃
棄
は
な
い
こ
と
か
ら
，
第
十
五
号
へ
の
適
合
性
確
認
を
要
し
な
い
。
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表
3
 
「

実
用

発
電
用

原
子
炉

及
び

そ
の

附
属
施

設
の
位
置

、
構

造
及

び
設
備

の
基
準
に

関
す

る
規

則
」
に

お
け
る
休

止
設

備
に

関
す
る

確
認
結
果
 

実
用

発
電
用

原
子
炉

及
び
そ
の

附
属

施
設

の
位
置

、
構

造
及

び
設

備
の

基
準
に

関
す

る
規
則

 
休

止
設

備
の

撤
去
に

関
す
る
適

合
性

確
認

結
果

 

（
放
射
性
廃
棄
物
の
処
理
施
設
）

 

第
二
十
七
条
 
工
場
等
に
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
通
常
運
転
時
に
お
い
て
放
射
性

廃
棄
物
（
実
用
炉
規
則
第
二
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
放
射
性
廃
棄
物
を
い
う
。
以
下

同
じ
。）

を
処
理
す
る
施
設
（
安
全
施
設
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同

じ
。）

を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

一
 
周
辺
監
視
区
域
の
外
の
空
気
中
及
び
周
辺
監
視
区
域
の
境
界
に
お
け
る
水
中
の
放
射
性
物

質
の
濃
度
を
十
分
に
低
減
で
き
る
よ
う
、
発
電
用
原
子
炉
施
設
に
お
い
て
発
生
す
る
放
射
性

廃
棄
物
を
処
理
す
る
能
力
を
有
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

 

 二
 
液
体
状
の
放
射
性
廃
棄
物
の
処
理
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
放
射
性
物
質
を
処
理
す
る

施
設
か
ら
液
体
状
の
放
射
性
廃
棄
物
が
漏
え
い
す
る
こ
と
を
防
止
し
、
及
び
工
場
等
外
へ
液

体
状
の
放
射
性
廃
棄
物
が
漏
え
い
す
る
こ
と
を
防
止
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

 

          

     ・
機
器
ド
レ
ン
廃
液
の
処
理
 

 
 
機
器
ド
レ
ン
廃
液
に
関
し
て
は
，
次
の

2
種
類
の
処
理
(
a)
及
び
(
b
)に

つ
い
て
許
可
さ

れ
て
い
る
。
今
回

，
助
材
型
ろ
過
装
置
（
図

3
参
照

）
を
撤
去
す
る
た
め
，
(b
)に

示
す
処

理
を
削
除
す
る
が
，
(
a)
に
示
す
処
理
が
可
能
で
あ
る
た
め
，
第
一
号
へ
の
適
合
性
に
影
響

を
及
ぼ
さ
な
い
。
ま
た

，
助
材
型
ろ
過
装
置
と
接
続
さ
れ
た
機
器
ド
レ
ン
廃
液
の
移
送
配

管
は
，
切
断
撤
去
（
必
要
に
応
じ
て
部
分
的
に
切
断
撤
去
）
及
び
開
口
部
を
閉
止
す
る
た

め
，
放
射
性
物
質
が
漏
え
い
す
る
こ
と
が
な
い
こ
と
か
ら
，
第
二
号
へ
の
基
準
へ
の
適
合

性
に
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
。
 

(
a
) 

電
磁
ろ
過

機
及

び
超

ろ
過
機
（

透
過

膜
式

）
か
ら

な
る

非
助
剤
型

ろ
過

装
置

（
二
十
七
条
設
備
）
で
処
理
す
る
。
 

(
b
) 
助
材
型
ろ
過
装
置
（
二
十
七
条
設
備
）
で
処
理
す
る
。
 

・
床
ド
レ
ン
廃
液
の
処
理
 

 
 
床
ド
レ
ン
廃
液
に
関
し
て
は
，
次
の

2
種
類
の
処
理
(
a)
及
び

(b
)
に
つ
い
て
許
可
さ
れ

て
い
る
。
今
回

，
助
材
型
ろ
過
装
置
（
図

4
参
照

）
を
撤
去
す
る
た
め
，
(b
)に

示
す
処
理

を
削
除
す
る
が
，
(
a)
に
示
す
処
理
が
可
能
で
あ
る
た
め
，
第
一
号
へ
の
適
合
性
に
影
響
を

及
ぼ
さ
な
い
。
ま
た

，
助
材
型
ろ
過
装
置
と
接
続
さ
れ
た
機
器
ド
レ
ン
廃
液
の
移
送
配
管

は
，
切
断
撤
去
（
必
要
に
応
じ
て
部
分
的
に
切
断
撤
去
）
及
び
開
口
部
を
閉
止
す
る
た
め

，

20



 

21
 

実
用

発
電
用

原
子
炉

及
び
そ
の

附
属

施
設

の
位
置

、
構

造
及

び
設

備
の

基
準
に

関
す

る
規
則

 
休

止
設

備
の

撤
去
に

関
す
る
適

合
性

確
認

結
果

 

     三
 
固
体
状
の
放
射
性
廃
棄
物
の
処
理
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
放
射
性
廃
棄
物
を
処
理
す

る
過
程
に
お
い
て
放
射
性
物
質
が
散
逸
し
難
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

 

                

放
射
性
物
質
が
漏
え
い
す
る
こ
と
が
な
い
こ
と
か
ら
，
第
二
号
へ
の
基
準
へ
の
適
合
性
に

影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
。
 

(
a
) 
再
生
廃
液
処
理
系
（
二
十
七
条
設
備
）
に
移
送
し
て
，
濃
縮
処
理
す
る
（
図

4
，

9
及
び

10
参
照
）。

 

(
b
) 
助
材
型
ろ
過
装
置
（
二
十
七
条
設
備
）
で
処
理
す
る
。
 

・
液
体
廃
棄
物
処
理
系
か
ら
発
生
す
る
濃
縮
廃
液
 

 
 
濃
縮
廃
液
に
関
し
て
は
，
次
の
２
種
類
の
取
扱
い

(a
)及

び
(
b)
に
つ
い
て
許
可
さ
れ
て

い
る
。
今
回
，
固
化
装
置
（
セ
メ
ン
ト
固
化
式

）（
図

2，
6
-1
，
6
-2

及
び

6
-3

参
照
）
を

撤
去
す
る
た
め
，
(
b)
に
示
す
処
理
・
貯
蔵
保
管
を
削
除
す
る
が
，
(a
)に

示
す
処
理
・
貯

蔵
保
管
が
可
能
で
あ
る
た
め
，
第
一
号
及
び
第
三
号
の
基
準
へ
の
適
合
性
に
影
響
を
及
ぼ

さ
な
い
。
ま
た
，
固
化
装
置
（
セ
メ
ン
ト
固
化
式
）
と
接
続
さ
れ
た
濃
縮
廃
液
の
移
送
配

管
は
，
切
断
撤
去
（
必
要
に
応
じ
て
部
分
的
に
切
断
撤
去
）
及
び
開
口
部
を
閉
止
す
る
た

め
，
放
射
性
物
質
が
漏
え
い
す
る
こ
と
が
な
い
こ
と
か
ら
，
第
二
号
へ
の
基
準
へ
の
適
合

性
に
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
。
 

(
a
) 

濃
縮
廃
液

貯
蔵

タ
ン

ク
で
放
射

能
を

減
衰

さ
せ
た

後
，

減
容
固
化

設
備

で
，

乾
燥
・
造
粒
後
，
容
器
に
詰
め
て
減
容
固
化
体
貯
蔵
室
に
貯
蔵
す
る
か
，
貯
蔵
し

た
後
，
セ
メ
ン
ト
混
練
固
化
装
置
で
ド
ラ
ム
缶
内
に
固
化
材
（
セ
メ
ン
ト
）
と
混

練
し
て
固
化
し
保
管
廃
棄
施
設
（
以
下
「
固
体
廃
棄
物
貯
蔵
庫
」
と
い
う

。）
に

貯
蔵
保
管
す
る

。（
二
十
七
条
，
二
十
八
条
設
備
）
 

(
b
) 

濃
縮
廃
液

貯
蔵

タ
ン

ク
で
放
射

能
を

減
衰

さ
せ
た

後
，

固
化
装
置

（
セ

メ
ン

ト
固
化
式
）
で
固
化
材
（
セ
メ
ン
ト
）
と
混
合
し
て
ド
ラ
ム
缶
内
に
固
化
し
固
体

廃
棄
物
貯
蔵
庫
に
貯
蔵
保
管
す
る

。（
二
十
七
条
，
二
十
八
条
設
備
）
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実
用

発
電
用

原
子
炉

及
び
そ
の

附
属

施
設

の
位
置

、
構

造
及

び
設

備
の

基
準
に

関
す

る
規
則

 
休

止
設

備
の

撤
去
に

関
す
る
適

合
性

確
認

結
果

 

                       

・
使
用
済
樹
脂
（
粉
末
，
粒
状
）
 

 
  

①
 
原
子
炉

冷
却
材
浄
化

系
及
び

燃
料
プ
ー
ル

冷
却
浄
化

系
フ
ィ
ル

タ
脱
塩
装
置

か
ら
発

生
す

る
使
用
済

粉
末
樹
脂

に
関
し
て
は

，
次
の
２

種
類
の
取

扱
い
(
a
)及

び
(b
)に

つ
い

て
許

可
さ
れ
て

い
る
。
今
回

，
固
化
装

置
（
セ
メ

ン
ト
固
化
式

）
を
撤
去
す
る
た
め
，

(
b
)に

示
す
処
理
・
貯
蔵
保
管
を
削
除
す
る
こ
と
か
ら
，
二
十
七
条
に
て
対
象
と
す
る
設

備
は

な
く
な
る

。
な
お
，
二

十
八
条
対

象
施
設
で

あ
る
使
用
済

粉
末
樹
脂
貯
蔵
タ
ン
ク

に
貯
蔵
す
る
た
め
使
用
済
粉
末
樹
脂
の
取
扱
い
に
問
題
は
な
い
。
ま
た
，
固
化
装
置
（
セ

メ
ン

ト
固
化
式

）
と
接
続
さ

れ
た
使
用

済
粉
末
樹

脂
の
移
送
配

管
は
，
切
断
撤
去
（
必

要
に

応
じ
て
部

分
的
に
切
断

撤
去
）
及

び
開
口
部

を
閉
止
す
る

た
め
，
放
射
性
物
質
が

漏
え

い
す
る
こ

と
が
な
い
こ

と
か
ら
，

第
二
号
へ

の
基
準
へ
の

適
合
性
に
影
響
を
及
ぼ

さ
な
い
。
 

(
a
) 
使
用
済
粉
末
樹
脂
貯
蔵
タ
ン
ク
に
貯
蔵
す
る

。（
二
十
八
条
設
備
）
 

(
b
) 

使
用

済
粉
末

樹
脂
貯

蔵
タ
ン
ク

に
貯
蔵

し
放
射

能
を
減

衰
さ
せ
た

後
，
固
化

装
置
（
セ
メ
ン
ト
固
化
式

）
で
固
化
材
（
セ
メ
ン
ト

）
と
混
合
し
て
ド
ラ
ム
缶
内

に
固
化
し
固
体
廃
棄
物
貯
蔵
庫
に
貯
蔵
保
管
す
る

。（
二
十
七
条
，
二
十
八
条
設

備
）
 

 
  

②
 
復
水
脱

塩
装
置
及
び

液
体
廃

棄
物
処
理
系

脱
塩
装
置

か
ら
発
生

す
る
使
用
済

粒
状
樹

脂
に
関
し
て
は
，
次
の
３
種
類
の
取
扱
い

(a
)，

(b
)及

び
(
c)
に
つ
い
て
許
可
さ
れ
て
い

る
。
今
回
，
固
化
装
置
（
セ
メ
ン
ト
固
化
式
）
を
撤
去
す
る
た
め
，
(c
)に

示
す
処
理
・

貯
蔵
保
管
を
削
除
す
る
が
，
(
b)
に
示
す
処
理
が
可
能
で
あ
り
，
第
一
号
及
び
第
三
号
の

基
準

へ
の
適
合

性
に
影
響
を

及
ぼ
さ
な

い
。
ま
た

，
固
化
装
置

（
セ
メ
ン
ト
固
化
式
）

と
接

続
さ
れ
た

使
用
済
粒
状

樹
脂
の
移

送
配
管
は

，
切
断
撤
去

（
必
要
に
応
じ
て
部
分

的
に

切
断
撤
去

）
及
び
開
口

部
を
閉
止

す
る
た
め

，
放
射
性
物

質
が
漏
え
い
す
る
こ
と
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実
用

発
電
用

原
子
炉

及
び
そ
の

附
属

施
設

の
位
置

、
構

造
及

び
設

備
の

基
準
に

関
す

る
規
則

 
休

止
設

備
の

撤
去
に

関
す
る
適

合
性

確
認

結
果

 

                       

が
な
い
こ
と
か
ら
，
第
二
号
へ
の
基
準
へ
の
適
合
性
に
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
。
 

(
a
) 
使
用
済
樹
脂
貯
蔵
タ
ン
ク
に
貯
蔵
す
る

。（
二
十
八
条
設
備
）
 

(
b
) 

使
用
済

樹
脂

貯
蔵

タ
ン

ク
に
貯

蔵
し

放
射

能
を

減
衰

さ
せ

た
後
，

雑
固

体
廃

棄
物
焼
却
設
備
で
焼
却
す
る

。（
二
十
七
条
，
二
十
八
条
設
備
）
 

(
c
) 
固
化
装
置
（
セ
メ
ン
ト
固
化
式
）
で
固
化
材
（
セ
メ
ン
ト
）
と
混
合
し
て
ド
ラ

ム
缶
内
に
固
化
し
固
体
廃
棄
物
貯
蔵
庫
に
貯
蔵
保
管
す
る

。（
二
十
七
条
，
二

十
八
条
設
備
）
 

・
廃
ス
ラ
ッ
ジ
 

①
 
非
助
材
型
ろ
過
装
置
か
ら
発
生
す
る
廃
ス
ラ
ッ
ジ
に
関
し
て
は
，
次
の
２
種
類
の
取

扱
い

(a
)及

び
(
b)
に
つ
い
て
許
可
さ
れ
て
い
る
。
今
回
，
固
化
装
置
（
セ
メ
ン
ト
固
化

式
）
を
撤
去
す
る
た
め
，
(b
)に

示
す
処
理
・
貯
蔵
保
管
を
削
除
す
る
こ
と
か
ら
，
二
十

七
条
に
て
対
象
と
す
る
設
備
は
な
く
な
る
。
な
お
，
非
助
材
型
ろ
過
装
置
か
ら
発
生
す

る
廃
ス
ラ
ッ
ジ
の
取
扱
い
に
問
題
は
な
い
。
ま
た
，
固
化
装
置
（
セ
メ
ン
ト
固
化
式
）

と
接
続
さ
れ
た
廃
ス
ラ
ッ
ジ
の
移
送
配
管
は
，
切
断
撤
去
（
必
要
に
応
じ
て
部
分
的
に

切
断
撤
去
）
及
び
開
口
部
を
閉
止
す
る
た
め
，
放
射
性
物
質
が
漏
え
い
す
る
こ
と
が
な

い
こ
と
か
ら
，
第
二
号
へ
の
基
準
へ
の
適
合
性
に
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
。
 

(
a
) 
ク
ラ
ッ
ド
ス
ラ
リ
タ
ン
ク
に
貯
蔵
す
る

。（
二
十
八
条
設
備
）
 

(
b
) 
ク
ラ
ッ
ド
ス
ラ
リ
タ
ン
ク
に
貯
蔵
し
放
射
能
を
減
衰
さ
せ
た
後
，
固
化
装
置

（
セ
メ
ン
ト
固
化
式
）
で
固
化
材
（
セ
メ
ン
ト
）
と
混
合
し
て
ド
ラ
ム
缶
内

に
固
化
し
固
体
廃
棄
物
貯
蔵
庫
に
貯
蔵
保
管
す
る

。（
二
十
七
条
，
二
十
八
条

設
備
）
 

②
 
助
材
型
ろ
過
装
置
（
機
器
ド
レ
ン
処
理
系

）（
図

3，
 
5
及
び

6-
3
参
照
）
か
ら
発

生
す

る
廃
ス

ラ
ッ
ジ

に
関
し

て
は
，

次
の

３
種

類
の
取

扱
い

(a
)
，

(b
)
及

び
(c
)
に

つ
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実
用

発
電
用

原
子
炉

及
び
そ
の

附
属

施
設

の
位
置

、
構

造
及

び
設

備
の

基
準
に

関
す

る
規
則

 
休

止
設

備
の

撤
去
に

関
す
る
適

合
性

確
認

結
果

 

                       

い
て
許
可
さ
れ
て
い
る
。
今
回
，
固
化
装
置
（
セ
メ
ン
ト
固
化
式
）
を
撤
去
す
る
た
め

，

(
c
)に

示
す
処
理
・
貯
蔵
保
管
を
削
除
す
る
が
，
(b
)に

示
す
処
理
が
可
能
で
あ
り
，
第

一
号
及
び
第
三
号
の
基
準
へ
の
適
合
性
に
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
。
た
，
固
化
装
置
（
セ

メ
ン
ト
固
化
式
）
と
接
続
さ
れ
た
廃
ス
ラ
ッ
ジ
の
移
送
配
管
は
，
切
断
撤
去
（
必
要
に

応
じ
て
部
分
的
に
切
断
撤
去
）
及
び
開
口
部
を
閉
止
す
る
た
め
，
放
射
性
物
質
が
漏
え

い
す
る
こ
と
が
な
い
こ
と
か
ら
，
第
二
号
へ
の
基
準
へ
の
適
合
性
に
影
響
を
及
ぼ
さ
な

い
。
 

(
a
) 
廃
液
ス
ラ
ッ
ジ
貯
蔵
タ
ン
ク
に
貯
蔵
す
る

。（
二
十
八
条
設
備
）
 

(
b
) 

廃
液

ス
ラ
ッ

ジ
貯
蔵

タ
ン
ク
に

貯
蔵
し

放
射
能

を
減
衰

さ
せ
た
後

，
雑
固
体

廃
棄
物
焼
却
設
備
で
焼
却
す
る

。（
二
十
七
条
，
二
十
八
条
設
備
）
 

(
c
) 
固
化
装
置
（
セ
メ
ン
ト
固
化
式
）
で
固
化
材
（

セ
メ
ン
ト
）
と
混
合
し
て
ド
ラ

ム
缶
内
に
固
化
し
，
固
体
廃
棄
物
貯
蔵
庫
に
貯
蔵
保
管
す
る

。（
二
十
七
条
，
二

十
八
条
設
備
）
 

③
 
助
材
型
ろ
過
装
置
（
床
ド
レ
ン
処
理
系

）（
図

4，
5
及
び

6-
3
参
照
）
か
ら
発
生
す

る
廃

ス
ラ
ッ

ジ
に
関

し
て
は

，
次
の

３
種

類
の

取
扱
い

(a
)
，

(b
)
及
び

(
c)
に

つ
い

て

許
可
さ
れ
て
い
る
。
今
回
，
固
化
装
置
（
セ
メ
ン
ト
固
化
式
）
を
撤
去
す
る
た
め
，
(
c)

に
示
す
処
理
・
貯
蔵
保
管
を
削
除
す
る
が
，
(
b)
に
示
す
処
理
が
可
能
で
あ
り
，
第
一
号

及
び
第
三
号
の
基
準
へ
の
適
合
性
に
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
。
ま
た
，
固
化
装
置
（
セ
メ

ン
ト
固
化
式
）
と
接
続
さ
れ
た
廃
ス
ラ
ッ
ジ
の
移
送
配
管
は
，
切
断
撤
去
（
必
要
に
応

じ
て
部
分
的
に
切
断
撤
去
）
及
び
開
口
部
を
閉
止
す
る
た
め
，
放
射
性
物
質
が
漏
え
い

す
る

こ
と

が
な

い
こ

と
か

ら
，

第
二

号
へ

の
基

準
へ

の
適

合
性

に
影
響

を
及

ぼ
さ

な

い
。
 

(
a
) 
床
ド
レ
ン
ス
ラ
ッ
ジ
貯
蔵
タ
ン
ク
に
貯
蔵
す
る

。（
二
十
八
条
設
備
）
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実
用

発
電
用

原
子
炉

及
び
そ
の

附
属

施
設

の
位
置

、
構

造
及

び
設

備
の

基
準
に

関
す

る
規
則

 
休

止
設

備
の

撤
去
に

関
す
る
適

合
性

確
認

結
果

 

     （
放
射
性
廃
棄
物
の
貯
蔵
施
設
）

 

第
二
十
八
条
 
工
場
等
に
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
発
電
用
原
子
炉
施
設
に
お
い
て

発
生
す
る
放
射
性
廃
棄
物
を
貯
蔵
す
る
施
設
（
安
全
施
設
に
係
る
も
の
に
限
る

。）
を
設
け

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

一
 
放
射
性
廃
棄
物
が
漏
え
い
し
難
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

 

二
 
固
体
状
の
放
射
性
廃
棄
物
を
貯
蔵
す
る
設
備
を
設
け
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
放
射
性
廃
棄

物
に
よ
る
汚
染
が
広
が
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

 

       

(
b
) 

床
ド

レ
ン
ス

ラ
ッ
ジ

貯
蔵
タ
ン

ク
に
貯

蔵
し
放

射
能
を

減
衰
さ
せ

た
後
，
雑

固
体
廃
棄
物
焼
却
設
備
で
焼
却
す
る

。（
二
十
七
条
，
二
十
八
条
設
備
）
 

(
c
) 
固
化
装
置
（
セ
メ
ン
ト
固
化
式
）
で
固
化
材
（

セ
メ
ン
ト
）
と
混
合
し
て
ド
ラ

ム
缶
内
に
固
化
し
，
固
体
廃
棄
物
貯
蔵
庫
に
貯
蔵
保
管
す
る

。（
二
十
七
条
，
二
十

八
条
設
備
）
 

 

・
使
用
済
粉
末
樹
脂
及
び
非
助
材
型
ろ
過
装
置
か
ら
の
廃
ス
ラ
ッ
ジ
は
，
今
後
も
以
下
に
示
す

各
タ
ン
ク
に
貯
蔵
す
る
こ
と
に
変
更
は
な
く
，
第
一
号
及
び
二
号
の
基
準
へ
の
適
合
性
に
影

響
を
及
ぼ
さ
な
い
。

 

使
用
済
粉
末
樹
脂
：
使
用
済
粉
末
樹
脂
貯
蔵
タ
ン
ク
（
二
十
八
条
設
備
）
 

 
非
助
材
型
ろ
過
装
置
か
ら
の
廃
ス
ラ
ッ
ジ
：
ク
ラ
ッ
ド
ス
ラ
リ
タ
ン
ク
（
二
十
八
条
設
備
）

 

・
基
準
の
解
釈
に
よ
り
，
本
条
に
お
け
る
貯
蔵
は

，「
将
来
的
に
発
電
用
原
子
炉
施
設
か
ら
発

生
す
る
放
射
性
固
体
廃
棄
物
の
発
生
量
及
び
搬
出
量
を
考
慮
し
て
放
射
性
固
体
廃
棄
物
を
貯

蔵
及
び
管
理
で
き
る
こ
と
」
と
し
て
い
る
。
撤
去
し
た
設
備
は
，
ド
ラ
ム
缶
等
の
容
器
に
収

納
す
る
こ
と
か
ら
放
射
性
物
質
が
漏
え
い
し
難
く
，
且
つ
放
射
性
物
質
に
よ
る
汚
染
が
広
が

ら
な
い
。
ま
た
，
こ
れ
ら
の
廃
棄
物
を
固
体
廃
棄
物
貯
蔵
庫
に
貯
蔵
保
管
し
て
も
，
貯
蔵
容

量
以
下
に
管
理
で
き
る
こ
と
か
ら
，
第
一
号
及
び
二
号
の
基
準
へ
の
適
合
性
に
影
響
を
及
ぼ

さ
な
い
。

 

 
 
固
体
廃
棄
物
貯
蔵
庫
Ａ
（
東
海
発
電
所
と
共
用
）

 

 
 
固
体
廃
棄
物
貯
蔵
庫
Ｂ
（
東
海
発
電
所
と
共
用
）
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表
4
「

実
用

発
電
用

原
子
炉
及

び
そ

の
附

属
施
設

の
技
術
基

準
に

関
す

る
規
則

」
に
お
け

る
休

止
設

備
に
関

す
る
確
認

結
果
 

実
用

発
電
用

原
子
炉

及
び
そ
の

附
属

施
設

の
技
術

基
準
に
関

す
る

規
則
 

休
止

設
備
の

撤
去
に

関
す
る
適

合
性

確
認

結
果
 

（
廃
棄
物
処
理
設
備
等
）

 

第
三
十
九
条
 
工

場
等
に
は
、

次
に
定

め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
放
射

性
廃
棄

物
を
処
理
す

る
設
備

（
排
気
筒
を
含
み
、
次
条
及
び
第
四
十
三
条
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く

。）
を
施
設
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

 

一
 
周
辺
監
視
区

域
の
外
の
空

気
中
及

び
周
辺
監
視

区
域
の
境
界

に
お
け

る
水
中
の
放

射
性
物

質
の
濃
度
が
、
そ

れ
ぞ
れ
原
子

力
規
制

委
員
会
の
定

め
る
濃
度
限

度
以
下

に
な
る
よ
う

に
発

電
用
原
子
炉
施
設

に
お
い
て
発

生
す
る

放
射
性
廃
棄

物
を
処
理
す

る
能
力

を
有
す
る
も

の
で

あ
る
こ
と
。

 

 二
 
放
射
性
廃
棄
物
以
外
の
廃
棄
物
を
処
理
す
る
設
備
と
区
別
し
て
施
設
す
る
こ
と
。
た
だ
し

、

放
射
性
廃
棄
物
以

外
の
流
体
状

の
廃
棄

物
を
流
体
状

の
放
射
性
廃

棄
物
を

処
理
す
る
設

備
に

導
く
場
合
に
お
い

て
、
流
体
状

の
放
射

性
廃
棄
物
が

放
射
性
廃
棄

物
以
外

の
廃
棄
物
を

取
り

扱
う
設
備
に
逆
流
す
る
お
そ
れ
が
な
い
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

 

三
 
放
射
性
廃
棄

物
が
漏
え
い

し
難
い

構
造
で
あ
り

、
か
つ
、
放

射
性
廃

棄
物
に
含
ま

れ
る
化

学
薬
品
の
影
響
そ
の
他
の
負
荷
に
よ
り
著
し
く
腐
食
し
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

 

四
 
気
体
状
の
放

射
性
廃
棄
物

を
処
理

す
る
設
備
は

、
第
四
十
三

条
第
三

号
の
規
定
に

準
ず
る

ほ
か
、
排
気
筒
の

出
口
以
外
の

箇
所
に

お
い
て
気
体

状
の
放
射
性

廃
棄
物

を
排
出
し
な

い
こ

と
。

 

五
 
流
体
状
の
放

射
性
廃
棄
物

及
び
原

子
炉
冷
却
材

圧
力
バ
ウ
ン

ダ
リ
内

に
施
設
さ
れ

た
も
の

か
ら
発
生
す
る
高

放
射
性
の
固

体
状
の

放
射
性
廃
棄

物
を
工
場
等

内
に
お

い
て
運
搬
す

る
た

め
の
容
器
は
、
取

扱
中
に
お
け

る
衝
撃

そ
の
他
の
負

荷
に
耐
え
、

か
つ
、

容
易
に
破
損

し
な

い
も
の
で
あ
る
こ

と
。
た
だ
し

、
管
理

区
域
内
に
お

い
て
の
み
使

用
さ
れ

る
も
の
に
つ

い
て

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

 

    ・
第
一
号
は
，
排
水
中
の
放
射
性
物
質
の
濃
度
を
低
下
さ
せ
る
た
め
の
処
理
を
要
求
し
て
い
る

。

休
止
設
備
の
「
助
剤
型
ろ
過
装
置
」（

機
器
ド
レ
ン
処
理
系
及
び
床
ド
レ
ン
処
理
系
）
の
撤
去

後
も

，「
非
助
材
型
ろ
過
装
置
」（

機
器
ド
レ
ン
処
理
系
）
及
び
「
再
生
廃
液
処
理
系

」（
床
ド

レ
ン

処
理
系
）
で

処
理
す
る

こ
と
か
ら

，
第
１
項
第

一
号
の
基

準
へ
の
適

合
性
に
影
響

を
及

ぼ
さ
な
い
。

 

・「
非
助
材
型
ろ
過
装
置

」（
機
器
ド
レ
ン
処
理
系
）
及
び
「
再
生
廃
液
処
理
系

」（
床
ド
レ
ン
処

理
系

）
の
設
計
を

変
更
し
な

い
こ
と
か

ら
，
第
１
項

第
二
号
，

第
三
号
，

第
五
号
及
び

第
六

号
の
基
準
へ
の
適
用
性
に
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
。
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27
 

実
用

発
電
用

原
子
炉

及
び
そ
の

附
属

施
設

の
技
術

基
準
に
関

す
る

規
則
 

休
止

設
備
の

撤
去
に

関
す
る
適

合
性

確
認

結
果
 

六
 
前
号
の
容
器

は
、
内
部
に

放
射
性

廃
棄
物
を
入

れ
た
場
合
に

、
放
射

線
障
害
を
防

止
す
る

た
め
、
そ
の
表
面

の
線
量
当
量

率
及
び

そ
の
表
面
か

ら
一
メ
ー
ト

ル
の
距

離
に
お
け
る

線
量

当
量
率
が
原
子
力

規
制
委
員
会

の
定
め

る
線
量
当
量

率
を
超
え
な

い
よ
う

、
遮
蔽
で
き

る
も

の
で
あ
る
こ
と
。

た
だ
し
、
管

理
区
域

内
に
お
い
て

の
み
使
用
さ

れ
る
も

の
に
つ
い
て

は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。

 

２
 

流
体

状
の

放
射

性
廃

棄
物

を
処

理
す

る
設

備
が

設
置

さ
れ

る
放

射
性

廃
棄

物
処

理
施

設

（
流
体
状
の
放
射

性
廃
棄
物
の

漏
え
い

が
拡
大
す
る

お
そ
れ
が
あ

る
部
分

に
限
る
。
以

下
こ

の
項
に
お
い
て
同
じ

。）
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

一
 
放
射
性
廃
棄

物
処
理
施
設

内
部
の

床
面
及
び
壁

面
は
、
流
体

状
の
放

射
性
廃
棄
物

が
漏
え

い
し
難
い
構
造
で
あ
る
こ
と
。

 

二
 
放
射
性
廃
棄

物
処
理
施
設

内
部
の

床
面
は
、
床

面
の
傾
斜
又

は
床
面

に
設
け
ら
れ

た
溝
の

傾
斜
に
よ
り
流
体

状
の
放
射
性

廃
棄
物

が
排
液
受
け

口
に
導
か
れ

る
構
造

で
あ
り
、
か

つ
、

流
体
状
の
放
射
性
廃
棄
物
（
気
体
状
の
も
の
を
除
く
。
以
下
同
じ
。）

を
処
理
す
る
設
備
の
周

辺
部
に
は
、
流
体

状
の
放
射
性

廃
棄
物

の
漏
え
い
の

拡
大
を
防
止

す
る
た

め
の
堰
が
施

設
さ

れ
て
い
る
こ
と
。

 

三
 
放
射
性
廃
棄

物
処
理
施
設

外
に
通

じ
る
出
入
口

又
は
そ
の
周

辺
部
に

は
、
流
体
状

の
放
射

性
廃
棄
物
が
放
射

性
廃
棄
物
処

理
施
設

外
へ
漏
え
い

す
る
こ
と
を

防
止
す

る
た
め
の
堰

が
施

設
さ
れ
て
い
る
こ

と
。
た
だ
し

、
放
射

性
廃
棄
物
処

理
施
設
内
部

の
床
面

が
隣
接
す
る

発
電

用
原
子
炉
施
設
の

床
面
又
は
地

表
面
よ

り
低
い
場
合

で
あ
っ
て
、

放
射
性

廃
棄
物
処
理

施
設

外
へ
漏
え
い
す
る
お
そ
れ
が
な
い
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

 

四
 
工
場
等
外
に

排
水
を
排
出

す
る
排

水
路
（
湧
水

に
係
る
も
の

で
あ
っ

て
放
射
性
物

質
に
よ

り
汚
染
す
る
お
そ

れ
が
あ
る
管

理
区
域

内
に
開
口
部

が
な
い
も
の

並
び
に

排
水
監
視
設

備
及

び
放
射
性
物
質
を
含
む
排
水
を
安
全
に
処
理
す
る
設
備
を
施
設
す
る
も
の
を
除
く

。）
上
に
放

射
性
廃
棄
物
処
理
施
設
内
部
の
床
面
が
な
い
よ
う
、
施
設
す
る
こ
と
。

 

     ・
休
止
設
備
の
「
助
剤
型
ろ
過
装
置

」（
機
器
ド
レ
ン
処
理
系
及
び
床
ド
レ
ン
処
理
系
）
に
移
送

す
る

機
器
ド
レ
ン

廃
液
及
び
床

ド
レ
ン

廃
液
は
，
「
助
剤

型
ろ
過
装
置
」
（
機
器
ド
レ
ン
処
理

系
及

び
床
ド
レ
ン

処
理
系
）

を
撤
去
す

る
場
合
，
移

送
配
管
の

切
断
撤
去

（
必
要
に
応

じ
て

部
分

的
に
切
断
撤

去
）
及
び

開
口
部
を

閉
止
す
る
た

め
，
放
射

性
物
質
の

漏
え
い
が
拡

大
す

る
虞

が
な
い
こ
と

か
ら
，
第

２
項
第
一

号
，
第
二
号

，
第
三
号

及
び
第
四

号
の
基
準
へ

の
適

合
性
に
影
響
し
な
い
。

 

・
ま

た
，
休
止
設

備
の
固
化
装

置
（
セ

メ
ン
ト
固
化

式
）
に
移
送

す
る
廃

ス
ラ
ッ
ジ
は

，
移
送

水
と

混
合
さ
れ
た

流
体
状
の

放
射
性
廃

棄
物
で
あ
り

，
固
化
装

置
（
セ
メ

ン
ト
固
化
式

）
を

撤
去

す
る
場
合
，

移
送
配
管

の
切
断
撤

去
（
必
要
に

応
じ
て
部

分
的
に
切

断
撤
去
）
及

び
開

口
部

を
閉
止
す
る

た
め
，
放

射
性
物
質

の
漏
え
い
が

拡
大
す
る

お
そ
れ
が

な
い
こ
と
か

ら
，

第
２
項
第
一
号
，
第
二
号
，
第
三
号
及
び
第
四
号
の
基
準
へ
の
適
合
性
に
影
響
し
な
い
。
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28
 

実
用

発
電
用

原
子
炉

及
び
そ
の

附
属

施
設

の
技
術

基
準
に
関

す
る

規
則
 

休
止

設
備
の

撤
去
に

関
す
る
適

合
性

確
認

結
果
 

３
 
第
一
項
第
五

号
の
流
体
状

の
放
射

性
廃
棄
物
を

運
搬
す
る
た

め
の
容

器
は
、
第
二

項
第
三

号
に
準
じ
て
流
体

状
の
放
射
性

廃
棄
物

の
漏
え
い
の

拡
大
を
防
止

す
る
よ

う
に
施
設
し

な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

た
だ
し
、
管

理
区
域

内
に
お
い
て

の
み
使
用
さ

れ
る
も

の
及
び
漏
え

い
す

る
お
そ
れ
が
な
い
構
造
の
も
の
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

 

 （
廃
棄
物
貯
蔵
設
備
等
）

 

第
四
十
条
 
放
射

性
廃
棄
物
を

貯
蔵
す

る
設
備
は
、

次
に
定
め
る

と
こ
ろ

に
よ
り
施
設

し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

 

一
 
通
常
運
転
時
に
発
生
す
る
放
射
性
廃
棄
物
を
貯
蔵
す
る
容
量
が
あ
る
こ
と
。

 

               

・
休

止
設
備
の
撤

去
に
伴
い
，

液
体
状

の
放
射
性
廃

棄
物
を
運
搬

す
る
運

用
を
採
用
し

な
い
こ

と
か
ら
，
第
３
項
の
基
準
へ
の
適
合
性
に
影
響
し
な
い
。

 

      ・
濃
縮
廃
液
は

，「
濃
縮
廃
液
貯
蔵
タ
ン
ク
に
貯
蔵
し
た
後
，
固
化
装
置
（
セ
メ
ン
ト
固
化
式
）

で
固

化
材
（
セ
メ

ン
ト
）
と

混
合
し
て

ド
ラ
ム
缶
内

に
固
化
し

固
体
廃
棄

物
貯
蔵
庫
に

貯
蔵

保
管

す
る
。
あ
る

い
は
，
減

容
固
化
設

備
で
乾
燥
・

造
粒
し
て

容
器
に
詰

め
減
容
固
化

体
貯

蔵
室

に
貯
蔵
す
る

か
，
貯
蔵

し
た
後
，

セ
メ
ン
ト
混

練
固
化
装

置
で
ド
ラ

ム
缶
内
に
固

化
材

（
セ
メ
ン
ト
）
と
混
錬
し
て
固
化
し
固
体
廃
棄
物
貯
蔵
庫
に
貯
蔵
保
管
す
る

。」
た
め
，
下
線

部
の

設
備
に
よ
っ

て
処
理
し

固
体
廃
棄

物
貯
蔵
庫
に

貯
蔵
保
管

し
て
い
る

こ
と
か
ら
，

通
常

運
転

時
に
発
生
す

る
濃
縮
廃

液
を
貯
蔵

す
る
容
量
を

増
加
さ
せ

る
必
要
は

な
く
，
第
一

号
の

基
準
へ
の
適
合
性
に
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
。

 

・
使

用
済
樹
脂
は

，
使
用
済
樹

脂
貯
蔵

タ
ン
ク
に
貯

蔵
し
，
放
射

能
を
減

衰
さ
せ
た
後

，
雑
固

体
廃
棄
物
焼
却
設
備
で
焼
却
す
る
た
め
，
休
止
設
備
「
固
化
装
置
（
セ
メ
ン
ト
固
化
式

）」
の

撤
去

に
伴
っ
て
，

通
常
運
転

時
に
発
生

す
る
使
用
済

樹
脂
を
貯

蔵
す
る
容

量
を
増
加
さ

せ
る

必
要
が
な
い
こ
と
か
ら
，
第
一
号
の
基
準
へ
の
適
合
性
に
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
。

 

・
使

用
済
粉
末
樹

脂
貯
蔵
タ
ン

ク
，
ク

ラ
ッ
ド
ス
ラ

リ
タ
ン
ク
に

つ
い
て

は
，
こ
れ
ま

で
の
発

生
実

績
を
踏
ま
え

た
貯
蔵
量

予
測
に
よ

り
，
貯
蔵
す

る
十
分
な

空
き
容
量

が
あ
る
こ
と

を
確

認
し
た
た
め
，
第
一
号
の
基
準
へ
の
適
合
性
に
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
。

 

・
廃

液
ス
ラ
ッ
ジ

貯
蔵
タ
ン
ク

及
び
床

ド
レ
ン
ス
ラ

ッ
ジ
貯
蔵
タ

ン
ク
に

つ
い
て
は
，

貯
蔵
量

28



 

29
 

実
用

発
電
用

原
子
炉

及
び
そ
の

附
属

施
設

の
技
術

基
準
に
関

す
る

規
則
 

休
止

設
備
の

撤
去
に

関
す
る
適

合
性

確
認

結
果
 

    二
 
放
射
性
廃
棄
物
が
漏
え
い
し
難
い
構
造
で
あ
る
こ
と
。

 

三
 
崩
壊
熱
及
び

放
射
線
の
照

射
に
よ

り
発
生
す
る

熱
に
耐
え
、

か
つ
、

放
射
性
廃
棄

物
に
含

ま
れ
る
化
学
薬
品
の
影
響
そ
の
他
の
負
荷
に
よ
り
著
し
く
腐
食
し
な
い
こ
と
。

 

 ２
 
固
体
状
の
放

射
性
廃
棄
物

を
貯
蔵

す
る
設
備
が

設
置
さ
れ
る

発
電
用

原
子
炉
施
設

は
、
放

射
性
廃
棄
物
に
よ
る
汚
染
が
広
が
ら
な
い
よ
う
に
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

   ３
 
前
条
第
二
項

の
規
定
は
、

流
体
状

の
放
射
性
廃

棄
物
を
貯
蔵

す
る
設

備
が
設
置
さ

れ
る
放

射
性
廃
棄
物
処
理
施
設
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、「

流
体
状
の
放
射
性
廃

棄
物
を
処
理
す
る

設
備
」
と
あ

る
の
は

「
流
体
状
の

放
射
性
廃
棄

物
を
貯

蔵
す
る
設
備

」
と

読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

 

が
少
な
く
，
ま
た

，
休
止
設
備
「
助
材
型
ろ
過
装
置

」（
機
器
ド
レ
ン
処
理
系
及
び
床
ド
レ
ン

処
理

系
）
の
撤
去

に
よ
り
廃

棄
物
を
新

た
に
受
け
入

れ
な
い
こ

と
か
ら
，

貯
蔵
す
る
十

分
な

空
き

容
量
が
あ
る

こ
と
を
確

認
し
た
た

め
，
第
一
号

の
基
準
へ

の
適
合
性

に
影
響
を
及

ぼ
さ

な
い
。

 

・
濃

縮
廃
液
貯
蔵

タ
ン
ク
，
使

用
済
粉

末
樹
脂
貯
蔵

タ
ン
ク
，
使

用
済
樹

脂
貯
蔵
タ
ン

ク
，
ク

ラ
ッ

ド
ス
ラ
リ
タ

ン
ク
，
廃

液
ス
ラ
ッ

ジ
貯
蔵
タ
ン

ク
及
び
床

ド
レ
ン
ス

ラ
ッ
ジ
貯
蔵

タ
ン

ク
の

設
計
を
変
更

し
な
い
こ

と
か
ら
，

第
二
号
及
び

第
三
号
の

基
準
へ
の

適
用
性
に
影

響
を

及
ぼ
さ
な
い
。

 

・
固

体
廃
棄
物
貯

蔵
庫
に
貯
蔵

す
る
固

体
状
の
放
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性
廃
棄
物
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ド
ラ
ム

缶
等
に
詰
め

て
い
る

こ
と

，
使
用
済
粉

末
樹
脂
を

貯
蔵
す
る

使
用
済
粉
末

樹
脂
貯
蔵

タ
ン
ク
及

び
非
助
材
型

ろ
過

装
置

か
ら
発
生
す

る
廃
ス
ラ

ッ
ジ
を
貯

蔵
す
る
ク
ラ

ッ
ド
ス
ラ

リ
タ
ン
ク

は
，
漏
え
い

拡
大

防
止

の
た
め
の
堰

及
び
漏
え

い
検
知
器

を
設
置
し
て

い
る
た
め

，
第
２
項

の
基
準
へ
の

適
合

性
に
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
。

 

・
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休止設備の代替設備の概要 

 

１．減容固化設備及びセメント混練固化装置の概要 

（１）減容固化設備（図 7 参照） 

濃縮廃液を，乾燥装置により水分を除去し乾燥させた後，造粒装置によって粒状に圧

縮成形し，減容固化体（ペレット）に処理するための設備。 

（２）セメント混練固化装置（図 8 参照） 
減容固化設備で製作した減容固化体（ペレット）を粒径約 1～2mm 程度に粉砕し，セ

メント及び添加水とともにドラム缶に供給し，ドラム缶内で混練して均質固化体を製作

するインドラムミキシング方式の固化装置。 
 
２．非助材型ろ過装置（機器ドレン処理系）の概要（図 3参照） 
  非助材型ろ過装置は，電磁ろ過器，超ろ過器（透過方式）で構成されている。 
 廃液収集タンクから，電磁ろ過器供給タンクへ機器ドレン廃液を受け入れた後，電磁ろ

過器で磁性懸濁物を除去する。その後超ろ過器供給タンクに送り，廃液中に含まれる微細

懸濁物を除去し，超ろ過膜により清澄な処理水だけが透過する。 

 

３．再生廃液処理系への移送（床ドレン処理系）の概要（図 4，9，10 参照） 

 再生廃液処理系へ移送し，廃液中和タンクにて中和した廃液を濃縮，蒸留処理する。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 7 減容固化設備の概要図       図 8 セメント混練固化装置の概要図 

参考３

30



 

31
 

   
 

    
図

9
 

床
ド
レ
ン
処
理
系
（
高
電
導
度
ド

レ
ン
系
）
系
統
図
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図

1
0 

床
ド

レ
ン
処
理
系
（
再
生
廃
液
処
理
系
）

系
統
図
 

廃
液
中

和
タ

ン
ク

A 

廃
液
中

和
タ
ン

ク
B 

廃
液

濃
縮
器

供
給
ポ

ン
プ

A 

廃
液
濃

縮
器

 

廃
液

濃
縮

器
復

水
器

 

凝
縮

水
 

収
集

タ
ン

ク
 

 
廃

液
濃

縮
器

加
熱

廃
液

濃
縮

器
供

給
ポ
ン

プ
B 

廃
液

濃
縮

器
循
環

ポ
ン
プ

A 

a
 b
 

a
 

b
 

赤
線
：
床
ド
レ

ン
廃
液
の

流
れ

 

31



 

32 
 

 

 
図 11 使用済粉末樹脂貯蔵タンク受入れ実績 

 

 
図 12 使用済粉末樹脂貯蔵タンク貯蔵量予想 

  

参考４

震災以前の平均 
A：2.3  /年 
B：1.3  /年 
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図 13 使用済樹脂貯蔵タンク受入れ実績 

 

 
図 14 使用済樹脂貯蔵タンク貯蔵量予測 

    

焼却

焼却 

C/D 樹脂廃棄 
R/W 樹脂廃棄 

樹脂抜き取り実施 

C/D 樹脂廃棄 
R/W 樹脂廃棄 
H7とH8に 1回ずつ

C/D 樹脂廃棄 
R/W 樹脂廃棄 

R/W 樹脂廃棄 

R/W 樹脂廃棄 

R/W 樹脂廃棄 

C/D 樹脂廃棄 
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図 15 廃液スラッジ貯蔵タンク受入れ実績 

 

 
図 16 廃液スラッジ貯蔵タンク貯蔵量予測 

   

助剤型ろ過装置運転によるスラッジの発生

タンク内部点検実施時に数値の見直しを実

施（実測値に合わせた） 
また、A タンクのスラッジを B タンクに移

送して貯蔵中 
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図 17 床ドレンスラッジ貯蔵タンク受入れ実績 

 

 
図 18 床ドレンスラッジ貯蔵タンク貯蔵量予測  

スラッジ抜き取り作業実施 

タンク点検に伴うスラッジの発生 タンク内部点検実施時に数値の見

直しを実施（実測値に合わせた） 
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図 19 クラッドスラリタンク受入れ実績 

 

 
 

図 20 クラッドスラリタンク貯蔵量予測 

 

震災以前の平均 
タンク合算：0.1  /年 

36



 

37
 

 

表
5
 

各
タ

ン
ク
の

容
量
と
廃

棄
物

発
生

量
 

 

タ
ン

ク
 

略
称
 

タ
ン

ク
容
量

(
m
3
) 

保
管

廃
棄
物
 

今
後

の
発
生

予
想
量
 

使
用

済
樹
脂

貯
蔵
タ

ン
ク
（
A
）

 
S
R
T
(
A
) 

約
1
3
0 

・
復

水
脱
塩

器
か
ら

発
生
す
る

使
用

済

粒
状

樹
脂
 

6
9
.
3
m
3
/
5
年
(
復

水
脱

塩
器

1
0
塔

分
) 

樹
脂

の
性
能

劣
化
を

考
慮
し
約

5
サ

イ
ク

ル
で
交

換
す
る

計
画
。
 

使
用

済
樹
脂

貯
蔵
タ

ン
ク
（
B
）

 
S
R
T
(
B
) 

約
2
5
0 

・
機

器
ド
レ

ン
処
理

系
脱
塩
装

置
か

ら

発
生

す
る
使

用
済
粒

状
樹
脂
 

7
 
m
3
/
5
年
 

樹
脂

の
性
能

劣
化
を

考
慮
し
約

5
サ

イ
ク

ル
で
交

換
す
る

計
画
。
 

使
用

済
樹
脂

貯
蔵
タ

ン
ク
（
C
）

 
S
R
T
(
C
) 

約
2
5
0 

・
凝

縮
水
脱

塩
器
か

ら
発
生
す

る
使

用

済
粒

状
樹
脂
 

0
.
5
m
3
/
年
 

樹
脂

の
性
能

劣
化
に

伴
い
交
換

。
過

去
実

績
よ
り

算
出
。
 

使
用

済
粉
末

樹
脂
貯

蔵
タ
ン
ク

（
A
）
 

S
P
O
W
T
(
A
) 

約
1
4
0 

・
原

子
炉
冷

却
材
浄

化
系
脱
塩

装
置

か

ら
発

生
す
る

使
用
済

粉
末
樹
脂

 

・
燃

料
プ
ー

ル
冷
却

材
浄
化
系

脱
塩

装

置
か

ら
発
生

す
る
使

用
済
粉
末

樹
脂
 

3
.
6
 
m
3
/
年
 

樹
脂

の
性
能

劣
化
に

伴
い
交
換

。
過

去
実

績
よ
り

算
出
。
 

使
用

済
粉
末

樹
脂
貯

蔵
タ
ン
ク

（
B
）
 

S
P
O
W
T
(
B
) 

約
1
4
0 

廃
液

ス
ラ
ッ

ジ
貯
蔵

タ
ン
ク
（

A
）
 

W
S
L
T
(
A
) 

約
1
6
0 

・
助

材
型

ろ
過
装

置
か
ら

発
生

す
る

廃
ス

ラ
ッ

ジ
 

助
材

型
ろ
過

装
置
（

機
器
ド
レ

ン

系
）

の
撤
去

に
よ
り

発
生
し
な

い
 

廃
液

ス
ラ
ッ

ジ
貯
蔵

タ
ン
ク
（

B
）
 

W
S
L
T
(
B
) 

約
1
6
0 

床
ド

レ
ン
ス

ラ
ッ
ジ

貯
蔵
タ
ン

ク
 

F
D
S
L
T 

約
1
1
0 

・
助

材
型
ろ

過
装
置

か
ら
発
生

す
る

廃

ス
ラ

ッ
ジ
 

助
材

型
ろ
過

装
置
（

床
ド
レ
ン

系
）

の
撤

去
に
よ

り
発
生

し
な
い
 

ク
ラ

ッ
ド
ス

ラ
リ
タ

ン
ク
（
A
）

 
C
R
T
(
A
) 

約
2
5
0 

・
非

助
材
型

ろ
過
装

置
か
ら
発

生
す

る

廃
ス

ラ
ッ
ジ
 

0
.
1
 
m
3
/
年
 

非
助

材
型
ろ

過
装
置

性
能
低
下

に
伴

い
洗

浄
。
過

去
実
績

よ
り
算
出

。
 

ク
ラ

ッ
ド
ス

ラ
リ
タ

ン
ク
（
B
）

 
C
R
T
(
B
) 

約
2
5
0 

37



 

38
 

 

 
図

2
1
 

固
体

廃
棄
物

貯
蔵
庫

（
東
海
発

電
所
と

共
用
）
の

貯
蔵

保
管

量
予
測
 

 

38




